
○母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例 

昭和５５年３月３１日 

条例第１２号 

改正 昭和５８年６月３０日条例第４０号 

昭和５９年１２月２２日条例第５６号 

平成８年３月１９日条例第８号 

平成１０年６月２４日条例第３５号 

平成１９年３月１２日条例第１９号 

平成２０年３月２１日条例第１４号 

平成２６年９月２２日条例５２号 

（目的） 

第１条 この条例は、母子又は父子の家庭及びこれらに準ずる家庭に対し、医療費の

一部を助成し、もってこれらの家庭の福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「母子又は父子の家庭」とは、次の各号のいずれかに該当

する者が、次項に規定する児童と生計を一にしている家庭をいう。 

（１） 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻（婚姻の

届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をして

いないもの 

（２） 配偶者の生死が明らかでない者 

（３） 配偶者から遺棄されている者 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長がこれらと同様の事情にあると認める者 

２ この条例において「児童」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者をいう。 

３ この条例において「父母のない児童」とは、父及び母と死別した児童及び規則で

定めるこれに準ずる児童をいう。 

（平成８条例８・一部改正） 

（対象者） 



第３条 この条例により医療費の助成（以下「助成」という。）を受けることができ

る者（以下「対象者」という。）は、本市に住所を有し、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法（以下「社会

保険各法」という。）による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であって、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 母子又は父子の家庭の母又は父 

（２） 母子又は父子の家庭の児童 

（３） 父母のない児童 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けるこ

とができない。ただし、第４号又は第５号に該当する場合において、災害により損

害を受けた者があるときは、規則で定めるところによる。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により保護を受けている者 

（２） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）により医療

を受けることができる者 

（３） 心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年千葉市条例第２９号）

により医療費の助成を受けることができる者 

（４） 母子又は父子の家庭の母又は父及び父母のない児童と生計をいずれかにし

ている者（以下「母子家庭の母等」という。）の前年（１月から７月までの間に

受けた治療に係る助成にあっては、前々年。以下同じ。）の所得が規則で定める

額以上であるときの当該母子又は父子の家庭の母又は父、当該母子又は父子の家

庭の児童及び当該父母のない児童 

（５） 父母のない児童と生計をいずれかにしている者の配偶者の前年の所得又は

母子家庭の母等の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶

養義務者でその母子家庭の母等と生計をいずれかにしているものの前年の所得

が規則で定める額以上であるときの当該母子又は父子の家庭の母又は父、当該母

子又は父子の家庭の児童及び当該父母のない児童 

３ 前項第４号及び第５号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定

める。 

（昭和５８条例４０・昭和５９条例５６・平成８条例８・平成１０条例３５・



平成１９条例１９・平成２０条例１４・一部改正） 

（助成の範囲） 

第４条 助成は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費のうち、国民健

康保険法、社会保険各法及び規則で定めるその他の法令（以下「その他の法令」と

いう。）により対象者又は保護者（親権を行う者、後見人又は現に児童を監護する

者をいう。以下同じ。）が負担すべき額について行うものとする。ただし、医療費

に関する附加給付があるときは、その額を控除して得た額について行うものとする。 

（１） 国民健康保険法により対象者に係る療養の給付又は療養費の支給があった

とき。 

（２） 社会保険各法により対象者に係る療養の給付又は療養費の支給があったと

き。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、その他の法令により対象者に係る医療に関す

る給付があったとき。 

２ 助成は、市長が対象者であることの認定をした日の属する月から行うものとする。 

（昭和５９条例５６・全改） 

（助成の方法） 

第５条 助成は、助成する額を対象者又はその保護者に支給することによって行うも

のとする。 

２ 助成は、治療が終わったときに行うものとする。ただし、１月以上継続して治療

を受けている場合は、月を単位として行うものとする。 

（助成の申請） 

第６条 助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。 

（損害賠償との調整） 

第７条 市長は、対象者が医療費に関し第三者から損害賠償を受けたときは、その価

額の限度において助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。 

（昭和５９条例５６・追加） 

（助成費の返還） 

第８条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、市長は、その

者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 



（昭和５９条例５６・旧第７条繰下） 

（譲渡又は担保の禁止） 

第９条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 

（昭和５９条例５６・旧第８条繰下） 

（時効） 

第１０条 助成を受ける権利は、２年を経過したときは、時効によって消滅する。 

（昭和５９条例５６・旧第９条繰下） 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（昭和５９条例５６・旧第１０条繰下） 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和５５年規則第２９号で昭和５５年７月１日から施行） 

附 則（昭和５８年６月３０日条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年１２月２２日条例第５６号） 

１ この条例は、昭和６０年１月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例、第２条

の規定による改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例、第３条の規定による改

正後の老人の医療費の助成に関する条例及び第４条の規定による改正後の心身障

害者の医療費の助成に関する条例の規定は、昭和６０年１月１日以後の治療に係る

医療費の助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお

従前の例による。 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則（平成８年３月１９日条例第８号） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平

成８年４月１日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係



る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年６月２４日条例第３５号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第３条第１項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

（平成１０年規則第４８号で平成１０年８月１日から施行） 

附 則（平成１９年３月１２日条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年８月１日から施行する。 

（母子等の家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 前項の規定による改正後の母子等の家庭の医療費の助成に関する条例第３条第

２項及び第３項の規定は、施行日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、

同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

９ 附則第３項の規定によりなお従前の例により助成を受けることとされた者につ

いては、附則第７項の規定による改正前の母子等の家庭の医療費の助成に関する条

例第３条第２項第３号の規定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成２０年３月２１日条例第１４号）抄 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

 


